
 

  

   

平成 28年 10月１日以降の相続税申告書の提出に当たっては、被相続人のマイナンバーの

記載を不要とすることとしました。 

なお、この取扱いに伴う「相続税の申告のしかた（平成 28年分用）」の変更点は、次表の

とおりです。 

 変更後 現状 

41ページ 

（Ｑ＆Ａ） 

削除 問： 被相続人のマイナンバーが確認できな

い場合、どうすればよいのですか。 

答： 被相続人の書類や持ち物などからマイ

ナンバーを確認することができない場

合には、被相続人のマイナンバーを記載

せずに相続税の申告書をご提出くださ

い。 

問： 被相続人の本人確認書類の提示又は写

しの添付は必要ないのですか。 

答： 被相続人のマイナンバーについては、

本人確認の措置の規定（番号法第 16条）

の適用がありませんので、被相続人の本

人確認書類の提示又は写しの添付は必

要ありません。 

51ページ 

  

79ページ 

（参考１） 

相続税の申告書に記載されたマイナンバ

ー（個人番号）について、税務署で本人確

認（①番号確認及び②身元確認）を行うた

め、次の本人確認書類の写しを添付してい

ただく必要があります。 

 相続税の申告書に記載されたマイナンバ

ー（個人番号）について、税務署で本人確認

（①番号確認及び②身元確認）を行うため、

次の本人確認書類の写しを添付していただ

く必要があります（被相続人に係る本人確認

書類の写しは添付していただく必要はあり

ません。）。 

 

被相続人のマイナンバー（個

人番号）の記入は不要です。 

「相続税の申告のしかた（平成 28年分用）」の変更点 


